
長 さ 幅 高 さ 定格出
力

ｍ以下 ｍ以下 ｍ以下 ４サイク ル
２サイ
ク ル Ｋ Ｗ

車両規則の改正

(昭和２２年運輸省令第36号)

軽自動車のうち二・三・四輪の区別を設

ける　　左記は、三・四輪の寸法

2.50 1.00 2.00 0.15 0.10 1.20 軽二輪の寸法は、左記のとおり

道路運送車両法施行規則 道路運送車両法、道路運送車両の保安基

交付(運輸省令第74号) 準の制定、総排気量の拡大

同上改正

(省令第53号)(8.1施行)

同上改正 4.30 1.68 2.00 1.50 1.00 7.50 軽自動車に農耕用特殊作業車が加わる

(省令第11号)(3.16施行) 0.25 0.15 軽二輪車の総排気量の拡大

同上改正

(省令第50号)(30.4.1施行)

同上改正

(省令第18号)(同日施行)

同上改正

(省令第30号)(9.1施行)

0.36 ４・２サイクルの区別を廃止昭和２９年１０月　１日

昭和３２年　６月　１日 4.70 1.70 農耕用特殊作業車の長さ、幅の拡大

昭和２８年　３月　２日

昭和２６年　８月１６日

1.30 軽二輪車の幅の拡大

0.36 0.24

昭和２７年　７月２２日

軽 自 動 車 の 規 格 の 変 遷

年 月 日 関 係 政 ・ 省 令 等

軽 自 動 車 の 規 格

自 動 車 の 大 き さ 原 動 機

総 排 気 量 備 考

昭和２４年　７月　８日 2.80 1.00 2.00 0.15 0.10 1.20 軽自動車の規格をさだめる

定格出力の廃止昭和３５年　７月２０日

2.00 0.30 0.20 2.00
昭和２５年　７月２６日 同上改正(省令第56号)

3.00 1.30



長 さ 幅 高 さ

ｍ以下 ｍ以下 ｍ以下 ４サイク ル

農耕用特殊作業車は、小型特殊自動車と

して区分され、いわゆる農耕用ティラー

(省令第48号)(10.15施行) は、市町村に移管

同上改正 軽三・四輪自動車の長さ、幅、原動機総

(省令第34号)(51.1.1施行) 排気量の拡大

同上改正 軽三・四輪自動車の長さ、原動機総排気

(省令第4号)(2.1.1施行) 量の拡大

同上改正

(省令第53号)(10.10.1施行)

長 さ 幅 高 さ 排気量

ｍ以下 ｍ以下 ｍ以下 ㍑

　　軽三・四輪車 3.40 1.48 2.00 0.66

　　軽二輪車 2.50 1.30 2.00 0.25

平成１８年１１月１日現在における軽自動車の規格

平成　８年　９月３０日 軽三・四輪自動車の長さ、幅の拡大3.40 1.48

0.55

平成元年　２月１０日 3.30 0.66

昭和５０年　９月　１日 3.20 1.40 2.00

軽 自 動 車 の 規 格

備 考

自 動 車 の 大 き さ 原 動 機

総 排 気 量

昭和３８年１０月　１日
同上改正

年 月 日 関 係 政 ・ 省 令 等


